
（単位：万円）

5万 8万 10万 13万 15万 18万 20万

27万 5（0） 8（0） 10（0） 13（0） 15（0） 18（0） 20（0）

30万 5（0） 8（0） 10（0） 13（0） 15（0） 17.5（0.5） 18.5（1.5）

33万 5（0） 8（0） 10（0） 13（0） 14.5（0.5） 16（2） 17（3）

36万 5（0） 8（0） 10（0） 12（1） 13（2） 14.5（3.5） 15.5（4.5）

39万 5（0） 8（0） 9（1） 10.5（2.5） 11.5（3.5） 13（5） 14（6）

42万 5（0） 6.5（1.5） 7.5（2.5） 9（4） 10（5） 11.5（6.5） 12.5（7.5）

45万 3.5（1.5） 5（3） 6（4） 7.5（5.5） 8.5（6.5） 10（8） 11（9）

48万 2（3） 3.5（4.5） 4.5（5.5） 6（7） 7（8） 8.5（9.5） 9.5（10.5）

51万 0.5（4.5） 2（6） 3（7） 4.5（8.5） 5.5（9.5） 7（11） 8（12）

54万 0.5（7.5） 1.5（8.5） 3（10） 4（11） 5.5（12.5） 6.5（13.5）

57万 1.5（11.5） 2.5（12.5） 4（14） 5（15）

60万 1（14） 2.5（15.5） 3.5（16.5）

63万 1（17） 2（18）

66万 0.5（19.5）

69万

【在職老齢年金の計算方法】

報酬（総報酬月額相当額）と年金額（基本月額）の合計が47万円を上回る場合、超過額（報酬が47万円超は超え

る額を加えた額）の1/2が支給停止となる。

　● 基本月額 ＝ 加給年金額を除いた老齢厚生年金（報酬比例部分）の月額

　● 総酬月額相当額 ＝（その月の標準報酬月額）＋（その月以前1年間の標準賞与額の合計）÷ 12

基本月額（年金月額）

総

報

酬

月

額

相

当

額

※ 年金額が全額停止になる場合以外は「加給年金」は全額支給されます。

在職老齢年金として受け取れる年金額早見表

（  ）内の数値は支給停止額

全額支給停止 


